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                                                                                   発行／伊勢原市 保健福祉部 福祉総務課   作成／令和４年６月 

 障がい児・者のための相談窓口    ～お困りのことがありましたら、相談窓口へ～ 
 

      名 称 ・ 業 務 日       電話番号・受付時間    所 在 地            備    考 

障がい福祉課 

月～金曜日(祝日･年末年始除く) 

９４－４７２０・９４－４７２１ 

FAX９５－７６１２ 

  ８：３０～１７：００ 

伊勢原市役所１階 

 

障がいに係るさまざまな相談に応じます。 

 

障がい者虐待防止センター 

（障がい福祉課内） 

９４－４７２１    

FAX９５－７６１２ 

伊勢原市役所１階 

 

２４時間、障がい者虐待に関する相談を受け付け

ます。 

伊勢原市児童発達支援センター 

おおきな樹 

７９－５３５６    

FAX７９－５３６５ 

９：００～１７：００

伊勢原１－２４－１５ 主
な
対
象
者 

主
な
対
象
者 

児童（未就学児・

就学児） 

障がい者の日常生活や障害

福祉サービスなどの相談を

お受けします。 

こども教室・あん 

月～金曜日（祝日除く） 

７４－５０８８

FAX７４－５０８８ 

 ９：３０～１７：００  

岡崎６７７３－６ 

 

児童（未就学児・

就学児） 

 

 

 

 

 

 

障がい者の日常生活や障害

福祉サービスなどの相談を

お受けします。 

障がいサポート コールラビ 

月～金曜日(祝日除く) 

９１－７４７４ FAX９１－７３４６ 

  ９：００～１６：００  

岡崎６９４０－２ 

 

知的障がい者 

つくし相談室 

月～土曜日(土曜日は第２．４) （祝

日除く） 

７３－６０２７ FAX７４－６８８０ 

  １０：００～１６：３０ ＊土曜日は１３：３０まで 

伊勢原３－５－７ 

 

精神障がい者 

しせん相談室 

月～金曜日（祝日除く） 

９３－６９５３ FAX９４－３８４６ 

  ９：００～１６：３０  

桜台４－５－２０ 

 

身体障がい者 

児童（未就学児）

指定特定相談支援事業所ドリーム

月～土曜日(土曜日は要予約)（祝日

除く） 

７９－５１５１ FAX７９－５１５１ 

  ９：００～１６：００  

板戸５５９－１ 知的障がい者 

サポートセンターひこうせん 

火～土曜日 

９２－００１４ FAX２６－３１１８ 

  ９：３０～１７：３０ ＊土曜日は１５：３０まで  

下糟屋９５－４ 

 

児童（就学児） 

Breeze（ブリーズ） 

月～水・金・土曜日（祝日除く） 

６３－２１０７  FAX６３－２１０８ 

 １０：００～１６：００ 

沼目５－１９－４ 

 

精神障がい者 

しあわせハート相談室 

（土曜・祝日を除く） 

 

０９０－２６５４－７１４４  

FAX７１－５１３１        

 １０：００～１７：００ ＊日曜日は１２：００まで 

串橋１５１ 

 

 

児童（未就学児・

就学児） 

知的障がい者 

相談サポート 海 

月～土曜日(祝日除く) 

 

９４－１９９０・０８０－４１８６－９９７９ 

FAX９４－１９９０   

  １０：００～１６：００ ＊土曜日は９：００～１５：００ 

三ノ宮１８０９－１ 

 

 

知的障がい者 

貴峯荘第２ワークピア 

月～金曜日(祝日除く) 

５１－６０４４ FAX５１－６０４５ 

  ８：３０～１７：３０（火曜・木曜のみ） 

岡崎６５３０－１ 

 

知的障がい者 

かなえ相談室 

月～土曜日(土曜日は第１・３) 

（祝日除く） 

７４－４１９５ FAX７４－４１９６   

  ９：００～１６：００  

桜台１－３２－３ 

チェリーハイムⅡ１０６ 

知的障がい者 

障がい者・障がい児相談支援事業所 

ファミリー・サポート湘南 

月～金曜日（年末年始除く） 

７９－６４１７ FAX７９－６４１８  

 ９：００～１８：００

高森１８４５ 

ウラタビル５０４号室 

児童（未就学児・

就学児） 

こころいライフ相談室 

月～金曜日 

６４－２６５７・０７０－８４７５－０５４２ 

FAX６４－２６５７ 

 ９：００～１８：００

板戸８６９－４ 精神障がい者 

相談支援事業所 語らい 

月～金曜日(祝日除く) 

７５－８９２９ FAX７５－８９３０ 

 ９：００～１６：００

桜台１－９－１２ 

スカイビル金田１F-C 

知的障がい者 

精神障がい者 

相談支援事業ワンダフルライフ 

月～金曜日（祝日除く） 

８０－５５７７ FAX５９－９９１９ 

 ８：３０～１７：３０（火曜・水曜・金曜のみ）

東大竹９３９－１ 知的障がい者 

精神障がい者 

伊勢原市社会福祉協議会 

月～金曜日(祝日･年末年始除く) 

９４－９６００  FAX９４－５９９０ 

  ８：３０～１７：００ 

伊勢原２丁目７－３１ 

伊勢原シティプラザ１階 

やすらぎサービス(ホームヘルパー派遣)、成年後

見制度などの相談をお受けします。 

                                                                             

 手帳交付 
 

サービス名 対 象 内 容 申請に必要なもの 問い合わせ先 

身体障害者手帳 

 

 

 

視覚､聴覚､平衡機能､音声､言語､肢

体､心臓､腎臓､肝臓、呼吸器等の機能

に永続した障がいがある人 

 

①手帳の提示により「鉄道運賃、バス運賃、タクシー・フェリー運

賃、指定を受けた公共施設・レクリエーション施設等の割引」など

が受けられます。  

②担当で必要な手続きをとれば「有料道路通行料の割引（免許

証、車検証が必要）」「ＮＨＫ放送受信料の免除」などが受けられ

ます。 

指定医の診断書・意

見書、顔写真(縦 4×横 3 

cm)､マイナンバー 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

 

 

 

 

療育手帳（知的障がい児・

者） 

 

県児童相談所又は県総合療育相談セ

ンターで知的障がい児・者と判定された

人 

顔写真(縦 4×横 3cm)､ 

印鑑 

精神障害者保健福祉手帳 

 

 

 

精神障がいを事由として年金受給中

の人、又は精神障がいと診断されて６

カ月以上経過している人 

 

税制上の優遇措置、水道料金の減免(１級)などが受けられます。 

 

 

医師の診断書(又は

障害年金の写し)､ 

印鑑､顔写真(縦 4×横 3 

cm)、マイナンバー 
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 医療費助成 
 

サービス名 対 象 内 容 申請に必要なもの 問い合わせ先 

心身障がい者 

医療費の助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①身体障害者手帳１・２級の人  

②知能指数３５以下の人  

③精神保健福祉手帳１級の人  

④身体障害者手帳３級で、知能指数

５０以下の人 

＊６５歳以上で新たに障害者手帳

の交付を受けた方は対象となりませ

ん。 

＊前年の所得が特別障害者手当に

おける所得制限限度額以上の方は

助成対象外 

 

 

重度障がい者の方が医療機関を受診する場合に、保険診療分の

自己負担額を助成します。精神保健福祉手帳の方は、通院医療の

保険診療分の自己負担額を助成します。入院時食事療養費は対象

外です。該当者には 障 医療証を交付し、原則現物給付により助

成されます。 

 

 

 

 

 

 

健康保険証の写し、障が

いの状況を証明するもの

（身体障害者手帳など）、

印鑑、所得を確認できるも

の 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

 

 

 

自立支援医療 

(更生医療) 

 

満１８歳以上の身体障害者手帳取

得者 

 

社会的更生を促進するため、指定された身体的障がいを除去し

たり、軽減するために必要な医療を公費で負担します。 

＊原則１割の自己負担 

医 師 の 意 見 書 （ 指 定 用

紙）、身体障害者手帳、保

険証、マイナンバー 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

 

 

自立支援医療 

(育成医療) 

 

 

１８歳未満の身体に障がいを有する

児童、または障がいに係る医療を

行わないときは将来障がいを残すと

認められる疾患がある児童 

その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実

に効果が期待できる人に対して、生活能力を得るための必要

な医療を受けることができます。＊原則１割の自己負担 

 

医 師 の 意 見 書 （ 指 定 用

紙）、保険証、マイナンバ

ー 

 

自立支援医療 

（精神通院医療） 

 

 

精神科で外来診療を受けている人 

 

 

精神科に通院する場合、外来診療等にかかる費用を公費で負担

します。 ＊原則１割の自己負担 

 

 

自立支援医療診断書（精

神通院医療用）、印鑑、保

険証、マイナンバー 

 

障がい福祉課 

障がい者支援係 

９４－４７２１ 

FAX９５－７６１２ 

 

 身体障がい児・者、知的障がい児・者、精神障がい児・者支援 
 

サービス名 対 象 内 容 利用者負担 問い合わせ先 

障害福祉サービス 
 
 
 
 
 
 

身体障がい者、知的障がい者、精

神障がい者、障がい児、難病でサ

ービスの必要な方 
 
 
 

 

 

 
介護給付 
 
 
 
 

●居宅介護(ホームヘルプ) 

居宅において身体介護、家事援助などの援助を行います。 

 

 

原則 1 割負担 
(負担軽減措置あり) 
 
 
 
 
 

 

 

 
障がい福祉課 
障がい者支援係 

９４－４７２１ 
FAX９５－７６１２ 
 
 
 

●短期入所 
介護者の疾病等により、介護が困難な場合、一時的に施設に入所す
ることができます。 
●その他のサービス 
行動援護、重度訪問介護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括
支援、施設入所支援など 

訓練等給付 
 

●自立した生活に必要な知識や技術を身に付けるためのサービス 
共同生活援助、就労継続支援など 

日常生活用具の給付 

 

 

障害者手帳を取得している重度障

がい者又は難病＊ 

 

日常生活の便宜を図るための用具を給付します。 

 

 

原則 10％ 

負担 

(負担軽減措置あり) 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

 
補装具の交付(修理) 

 

身体障害者手帳取得者、難病＊ 

 

障がいのある機能を補うための装具を交付（修理）します。 

 

原則 1 割負担 

(負担軽減措置あり) 

障害児通所支援制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①身体障害者手帳、療育手帳、精

神障害者保健福祉手帳をお持ち

の障がい児 

②特別児童扶養手当受給者  

③特別支援学級の在籍、又は特別

支援学校在籍の方 

④自立支援医療（精神）を受給し

ている方 

⑤児童発達支援センターについ

ては、子ども家庭相談課で必要性

を求められた児 

⑥上記以外の場合は、医師による

「診断書」又は「意見書」によっ

て、療育の必要性が認められた児 

・児童発達支援→日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集 

       団生活への適応訓練等 

・医療型児童発達支援→児童発達支援及び治療 

・放課後等デイサービス→生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の 

            促進等の支援 

・保育所等訪問支援→集団生活への適応のための支援 

・居宅訪問型児童発達支援→重症心身障がい児等の重度の障がい児であって、

障害児通所支援を利用するために外出することが

著しく困難なお子さんを対象に、居宅を訪問して

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与等 

 

 

 

 

 

 

原則 1 割負担 
(負担軽減措置あり) 

満３歳になっ

て初めての４

月１日から３

年間は無償 

 

 

 

 

(相談) 

障がい福祉課 

障がい者支援係 

９４－４７２１ 

FAX９５－７６１２ 

ただし未就学児

については、 

子ども家庭相談課 

９４－４６４２ 

FAX９５－７６１５ 

(申請) 

障がい福祉課 

障がい者支援係 

９４－４７２１ 

FAX９５－７６１２ 

＊対象となる疾患についてはお問い合わせください。 

 

 身体障がい者支援 
 

サービス名 対 象 内 容 利用者負担 問い合わせ先 

重度障害者訪問入浴サービ

ス 

 

 

身体障害者手帳１～３級の人 家庭での入浴が困難な重度障がい者の保清や家族の負担軽減を図る

ため、訪問入浴車を利用した入浴サービスを実施します。 

＊要介護認定者については、介護保険サービスの利用が優先 

 

     

原則１０％負担 

 

 

障がい福祉課 

障がい者支援係 

９４－４７２１ 

FAX９５－７６１２ 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

福祉緊急通報システム 

 

視覚・聴覚障がい１・２級で介護者

が不在の人 

ＮＴＴ緊急通報システム「シルバーホンあんしん」を設置した場合、その

費用の一部を助成します。 

基本使用料・月額

通話料 

緊急情報等提供事業 

 

聴覚障がい者（学齢児以上）でファ

クシミリを所有している人 

聴覚に障がいのある方へ、防災行政無線の放送内容をファックスで送

信します。 

なし 

 

意思疎通支援事業 

 

 

聴覚障がい者、言語機能障がい者 市役所において毎週火・金の午前中、月・木の午後に手話通訳者を配

置します。また、公共機関や医療機関などに外出する際に、意思疎通

を図り、自立を支援するため、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

 

なし（交通費及び

入場料等につい

ては実費負担） 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

茶和
さ わ

やかサロン     

(脳血管障がい者ﾐﾆｻﾛﾝ) 

脳血管障がい者（脳梗塞、脳いっ血

など） 

社会参加の機会を提供するとともに、気軽に集まれる仲間づくりの場を

提供します。月１回、伊勢原シティプラザ等で開催します。 

実費(菓子代、昼

食代等) 

社会福祉協議会

９４－９６００ 

FAX９４－５９９０ 

 重度障害者 移送サービス 

(やまどり号) 

車いすなどを使用している重度の身

体障がい者 

リフト付きハンディキャブやまどり号を運行します。公共機関や医療機

関などに行く際に利用できます。(介助者の付添いが必要) 

  なし 
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 知的障がい児・者、肢体不自由児等支援 
 

サービス名 対 象 内 容 利用者負担 問い合わせ先 

発達相談 
 
 
 
 
 

心身の発達に遅れや心配のある就
学前の乳幼児とその保護者 
 
 
 
 

心身の発達に遅れや心配のある乳幼児に関する相談に応じます。また、必
要に応じて療育機関を紹介します。 
 
 
 
 

   なし 
 
 
 
 
 

子ども家庭相談課 

９４－４６４２ 
FAX９５－７６１５ 

レスパイトサービス 
 
 
 

市内在住の小学生以上の知的障が
い児・者を持つ家族 
 
 

春休み・夏休み・冬休み期間、知的障がい児・者を市内社会福祉施設等にて
一時的に預かり、養育や介護を行います。 
 
 

   あり 
 
 
 

障がい福祉課 
障がい福祉係 

９４－４７２０ 
FAX９５－７６１２ 

徘徊高齢者等 
探索情報サービス 

徘徊行動の恐れがある在宅高齢者
や療育手帳を持つ在宅知的障がい
児・者 
 

ＧＰＳ端末機を装着することにより、２４時間位置探索を行います。 
 

あり(所得に
応じて) 

介護高齢課 
地域包括ケア推進係 

９４－４７２５ 
FAX９４－２２４５ 

徘徊高齢者等 
ＳＯＳネットワーク 

事前に本人情報を登録することにより、警察署や交通機関などの連絡網で
迅速に捜索を行います。 

  なし 
 

 

 手当 
 

サービス名 対 象 内 容 支給額 申請先 
特別児童扶養手当 
 
 
 

重度又は中度の身体障がい・知的障がい・
精神障がいの状態にある２０歳未満の児童
を監護する父母、もしくは養育者  ＊所得
制限あり 
 

政令で定める一定の身体障がい・知的障がい・精神障
がいの状態にある２０歳未満の児童について、福祉の
増進を図ることを目的として手当を支給します。 
 

・重度障がい児 
（R4．４月～） 月額５２，４００円 
・中度障がい児 
（R4．４月～） 月額３４，９００円 

 
 
 
 
障がい福祉課 
障がい福祉係 

９４－４７２０ 
FAX９５－７６１２ 
 
 
 
 
 
 
 

特別障害者手当 
(国手当) 

２０歳以上で、在宅の特別重度障がい者 
＊所得制限等あり 

所得保障の一環として、在宅の特別重度障がい者に手
当を支給します。  

（R4．４月～） 月額２７,３００円 
 

障害児福祉手当 
(国手当) 

２０歳未満の在宅の重度障がい児 
＊所得制限等あり 

身体・知的障がいのある２０歳未満の在宅の重度障が
い児に手当を支給します。   

（R4．４月～） 月額１４,８５０円 
 

特別支援学校在学者 
福祉手当 

市内在住の心身障がい者で、学校教育法第
７２条に規定する特別支援学校に在学する
人 

心身障がい者で特別支援学校に在学している人に対し
て、手当を支給します。 

・小学部以下 年額４８,０００円 
・中学部以上 年額５７,０００円 

在宅重度障害者介護 
手当 

在宅で身体・知的障がい者を介護している
家庭（ほかに条件あり） 

在宅で身体・知的障がい者を介護している家庭に対し、
手当を支給します。 

年額３０,０００円 
 

障害者福祉手当 
 
 

①身体障害者手帳の取得者 
②療育手帳の取得者 
③精神障害者保健福祉手帳１・２級の取得者 

毎年４月１日時点で、在宅の身体・知的障がい児・者及
び精神障害者手帳１・２級取得者に手当を支給します。 
＊「特別障害者手当」などの国の手当を受給していない人 

・重度 年額２５，０００円 
・中度 年額１７，０００円 
・軽度 年額 ９，０００円 

                                                                                                                    

 助成等 
 

サービス名 対 象 内 容 担 当 

施設通所交通費の助成 社会福祉施設などに通所する障がい者 社会福祉施設などに通所する障がい者の交通費を助成します。  

 

 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度障害者福祉タクシー

の利用助成 

 

 

①身体障害者手帳１・２級（聴覚障がいを除

く） 

②療育手帳Ａ１・Ａ２  

③精神障害者保健福祉手帳１級 

④特定疾患者 

重度の障がい者がタクシーを利用する際、その費用の一部として、５００円券を年間４８

枚、１００円券を年間３０枚交付します。血液透析治療の者は５００円券を年間２４枚割

増交付します。 

＊自動車燃料費助成との重複利用はできません。 

身体障がい者が自己で所有する自動車を自ら運転する場合、または重度知的障が

い者又は身体障害者手帳１・２級の人が自己又は同居家族が所有する自動車を、

当該障がい者のために同居家族が運転する場合の自動車のガソリン費用の一部

を、１㍑あたり５０円、月に４５㍑を限度として助成します。血液透析治療の者は１㍑

あたり５０円、月に６５㍑を限度として助成します。 ＊福祉タクシー券との重複利用

はできません。 

自動車燃料費の助成 

 

 

 

 

①身体障害者手帳１～３級の人 

②療育手帳Ａ１・Ａ２の人 

 

 

 

有料道路通行料金の割引 

 

 

 

身体障害者手帳所持者が自ら運転する、

もしくは身体障害者手帳（第１種）、療育手

帳Ａ１・Ａ２所持者のために介護者が運転

するとき 

 

身体障がい者が自ら運転する、もしくは身体障害者手帳第１種、療育手帳Ａ１・Ａ２

の障がい者のために介護者が運転するときに、日本道路公団などが管理する有料

道路の通行料について概ね５割の割引が受けられます。(ＥＴＣ利用についても同様) 

＊営業車両や軽トラック等、車種によって適用の対象にならないものがあります。 

自動車運転免許取得費の

助成 

 

 

 

次に該当する身体障害者手帳取得者 

①上肢１級 

②下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直

腸障がい１～４級 

③運動機能障がい上肢機能１級、移動機

能１級～４級 

下肢などの重度障がい者が運転免許を取得する場合に、その費用の一部として１０

万円を限度として助成します。 

 

 

自動車改造費の助成 

 

上肢・下肢・体幹機能障がいの身体障害者

手帳所持者で、自動車改造を必要とする人 

＊所得制限あり 

身体障がい者が自ら所有し、運転をする自動車のハンドルやアクセルなどを改造す

る場合、その費用の一部として、１０万円を限度に助成します。 

自動車取得税・自動車税 

の減免 

 

 

 

障がい者のために使用する自動車の所有

者 

（納税義務者） 

 

 

障がい者のために使用する自動車について、自動車取得税(☆１)や 

自動車税(☆２)、軽自動車税(☆３)が減免されます。障がい者１名に 

対し、対象となる自動車は１台です。 

 

 

☆１ 自動車税管理事務所湘南

駐在事務所 ５４－２０１１ 

☆ ２ 平 塚 県 税 事 務 所          

   ２２－２７１１ 

☆３ 市民税課 ９４－４７１１ 

重度障害者住宅設備改良

費の助成 

 

 

①１・２級の身体障害者手帳取得者 

②知的障がいＩＱ３５以下の人 

③３級の身体障害者手帳取得者で、知的 

障がいＩＱ５０以下の人 

重度障がい者のために玄関や台所、トイレなどを改造する場合、費用の一部として 

８０万円を限度に助成します。（所得に応じて補助率は異なります） 

＊要介護認定者については、介護保険サービスの利用が優先。 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

外国籍市民高齢者・障害者

等福祉給付金 

 

在日外国人などの高齢者や障がい者で、

国民年金を受けるために必要な要件を制

度上満たすことができない人 ＊所得制限

あり 

在日外国人などの高齢者や障がい者で、国民年金を受けるために必要な要件を制

度上満たすことができない人に対し、福祉給付金を支給します。 

高齢者 月額 20,000 円  重度障がい者 月額 38,000 円 

             中度障がい者 月額 26,000 円 

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等の助成 

 

 

両耳の平均聴力レベルが３０デシベル以

上で聴覚障がいを事由とする身体障害者

手帳の交付対象とならない１８歳未満の

方 

身体障害者手帳の交付は受けていないけれど、聞こえづらさのあるお子さんの

学習やコミュニケーション能力の向上を支援するため補聴器の購入費を助成

します。利用者負担は原則として基準額の３分の１です。 
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 その他 
 

サービス名 対 象 内 容 利用者負担 担 当 

心身障害者扶養共済制度 

（県制度） 

 

 

県内に在住し、将来も独立自

活することが困難な知的・身体

・精神障がい者の扶養者で、 

６５歳未満の健康な人 

心身障がい者の扶養者（保護者）が共済加入し、掛け金を支払い、

保護者が死亡又は心身の機能を著しく喪失した場合に、残された

障がい者に年金を支給します。障がい者が死亡した場合には、保

護者に弔慰金が支給されます。 

 

       － 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

ふれあいゴミ収集 

 

 

 

自らごみ出しができず、日常的

に介助・介護が必要な障がい

者のみの世帯 

 

週１回、環境美化センター職員が玄関先に伺い、家庭ごみの収集

を行うとともに、一声かけて安否の確認を行います。 ＊身近な人

の協力が得られる場合は除きます。 

 

 

     なし 

 

 

障がい福祉課 

障がい者支援係 

９４－４７２１ 

FAX９５－７６１２ 

日常生活自立支援事業 

(伊勢原あんしんｾﾝﾀｰ) 

 

 

市内在住の身体・知的・精神障

がい者、認知症高齢者など 

 

 

判断能力に不安のある障がい者や高齢者などの権利と財産を守

り、地域で安心して暮らすための支援をします。  

①福祉相談サービス  

②日常的金銭管理サービス／福祉サービス利用援助  

③書類等預かりサービス 

①は無料 

②は前年所得税額に応じ月

額０～１０,０００円 

③は年額 ６,０００円 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会 

９４－９６００ 

FAX９４－５９９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いすの貸出し 

 

一時的に車いすが必要な人 

 

通院や外出などで一時的に車いすが必要な人に貸出しを行います。

貸出し期間は最長で３ヶ月まで。 

         なし 

 

紙おむつの支給 

 

 

次の状態の方で、紙おむつの支

給を希望する方  

①準ねたきりの高齢者 

②軽度の認知症高齢者  

③身体･知的･精神障がい者 

④４０歳以上で介護を受けてい

る方 

⑤難病患者の方など 

障がい者や、ねたきりに近い高齢者などに対し、月に１度（種類、

サイズによって２ヶ月に１回）民生委員を通じて、紙おむつなどを支

給します。 

 ・パンツ型 １０～１３枚   ・テープ止め型 ９～１６枚 

  ・平型   ３０枚     ・尿パッド   ３０枚 

 

          

 

          

なし 

 

 

やすらぎサービス 

(ホームヘルパー派遣) 

 

 

 

市内在住で、利用会員に登録

した人 

 

 

 

虚弱な人や身体の不自由な人、ひとり親家庭など、日常生活で困っている人の負担を軽くするた

め、家事援助や介助サービスなどのホームヘルプサービスを提供します。 

 【年会費】 ２,０００円  

 【８：００～１８：００】 １時間当たり１,０００円                 

 【上記時間外】 １時間当たり１,２００円   

訪問指導 

 

４０歳から６４歳以上までの人

で、訪問看護ステーションの利

用がなく、疾病や年齢、家庭環

境などから指導の必要がある

と認められる人 

疾病などにより介護予防が必要な状態にある人に対し、保健師ま

たは看護師が家庭訪問し、保健指導を行います。 

 

 

 

         なし 

 

 

健康づくり課 

健康づくり係 

９４－４６０９ 

FAX９３－８３８９ 

障がい者スポーツ教室 市内在住、在勤、在学の身体

障がいのある人 

障がい者一人ひとりの体力・健康の維持増進を図り、気軽に運動・

スポーツ活動をする教室を開催します。 

 

なし 

スポーツ課  

スポーツ係  

９４－４６２８ 

FAX９３－８３８９ 

 

制度の名称 対 象   内 容 担 当 

災害時要援護者避難支援

登録制度 

 

 

 

 

①身体障害者手帳１、２級の人 

②療育手帳Ａ１、Ａ２の人 

③精神障害者保健福祉手帳１級の人 

④難病患者（特定疾患の認定を受け、

特定疾患医療受給者証を所持してい

る人） 

災害発生時に、高齢者や障がい者などのうち、迅速に避難行動をとることが困難な人

（災害時要援護者）が地域の中で情報の伝達や避難の支援などを受けられるような

体制づくりを地域の皆さんとともに行う制度です。 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

障がい福祉係 

９４－４７２０ 

FAX９５－７６１２ 

福祉総務課 

福祉政策係 

９４－４７１８ 

FAX９５－７６１２ 

 

 

いせはら救急安心キット

の配布 

 

 

 

 

次の障がい者でひとり暮らし又は障

がい者のみの世帯又は障がい者と 

６５歳以上の高齢者の世帯の人 

①身体障害者手帳１・２級の人 

②療育手帳Ａ１・Ａ２の人 

③精神障害者保健福祉手帳１級の人 

かかりつけの医療機関や緊急連絡先などの情報を、緊急時に備えてあらかじめ準備して

いただくものです。 

 

 

 

 

 

 


